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TheproblemoHandownershipintheMekongDeltawasofdecisiveimportanceto

theresult｡rthewarinSouthVietnam endedinApril1975bythevictoryofthe

ProvisionalRevolutionaryGovernmentofSouthVietnam(PRG),andalsoitisexpected

tobeveryImportantinestimatingthepoliticalandsocio-economicfutureofthecountry･

Considerlngthese(､()nditions,theauthormakesahistoricalanalys上sOftheproblemof

landownershipintheMekongIJelta.

ChapterIeommcntsontheevolutionofricecultureandtheinstitutionalization

ofasysrcm oflandlordcontrol(,vcrthe1862-1945period. ThefollowingChaptersare

dircctedtoanalysisofthechanglngprocessOflandholdingintheDeltaaftertheSecond
lVorldWar.

ChapterIlexilminesthelandreformI,ytheVietMinhrcglmeOVerthe1945-1954

period.TheVietMinhloweredrentsandredistributedthelandtotenantsinthearea

they(､ontrolled. 13utduring theinterregnum of19541959,theLqOeio-institutional

aceomplishmentsoftheVictMinhwerereversedlメytheN買o1)inhI)iem rcglmCaided

bytheU･S･Government･

ChapterIIIisastudyoflandreform hytheNgol)inhDicm reglmCinthelater

halfof1950S. Thislandreform alsoaimedtoprotectthefarmcr'Stenancyrightsand

redistributcdpaddylandtothefarmersI)ylimitinganOWner'sholdingto100ha.

T3uttheeffectoftheselan(1reformde(､reeshadnotbeenclearlyestablishedbecausethis

reform wasaccompaniedbymanyabuses,andmoreoverthisreform gavemuchless
t)cnefittothetenantsthantheVietMinhreform.

ChapterIVexaminesthedevelopmentofthe1960sNLF(NationalI,ibcrationFront

ofSouthVietnam,afterJune1969PRG-ProvisionalRevolutionaryGovernmentofSouth

Vietnam)landpoliciesan(1thefavorableresponsetothembythefarmersintheI)clta.

ChapterVdiscussesthenewlandref()rmbytheNguyenVanThieurcglme,planned
astheSouthVietnameseandU.S.Governments'mostuseful(､()untermeasuretoNLF

(PRG)landpoli(､ies,inthebeginningofthe1970S. Withthisnewreform,theGover n -

mcntofSouth Vietnam aimed to glVefarmersalmostthesamebenefitsasthe

NLF ref()rmsandgrantedrightseventotenantswh()hadreceivedlandintheNLF

distrit)ution. Thisnewreform wascarriedoutrclativclywell. Butevenbythisland

reform,thesuperi()rityofthePRGovertheNguyenVa一lThieuregimeintheMekong

Deltawasnotchanged.
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ThroughtheselandreformsofvariousVietnamescreglmCSaftertheSecondWorld

War,thesituationoflandownershipintheMekongDeltahaschangedremarkably･

Especiallythesizeoflandholdingowneddiminishedmarkedly,andmanytenantshaving

becomedefaclomastersofthelandtheytilledeconomicdifferencesamongfarmersin

theI)eltaaredecreasing･

Undertheseconditions,theP良G,twomonthsaftertheliberationofallSouth

Vietnam,recommencedthedistributionoflandtothefarmersintheMekongDeltafor

thecompletionoflandreform asthefoundationforbuildingthesocialisteconomy･

Futurechangesofpoliticalandsoci0-economicconditionsintheMekongI)elta
afterareworthattention.

は し が き

1975年4月末に起きたベ トナム共和国 (いわゆるサイゴン政権)の首都サイゴンの陥落と南

ベ トナム臨時革命政府 (南ベ トナム民族解放戦線)による全国土の解放という事実によって,

ベ トナム史はここに新たな段階に入った｡

そこでこの南ベ トナムの今後の政治経済を展望するにあたって,これまでと同様とくに注目

されるのが, この国の農業生産の中心地帯としてのメコンデルタである｡メコンデルタは19世

紀後半のフランスによるベ トナム植民地化以降本格的に開発された地帯であるが,それ以降と

くに第二次世界大戦直後以来30年にわたって続いた戦乱時代を通じて,この地帯の政治 ･経済

の動向はつねにこの国の行方に決定的な影響を及ぼしてきたのである｡ 近年でもメコンデルタ

は反共親米のサイゴン政権と臨時革命政府側との政治 ･経済闘争の大きな焦点となっていた｡

こうしたメコンデルタの重要性については,社会主義路線をめざす臨時革命政府の統治下に入

った今後においても全 く変わらないと思われる｡

本稿はこうしたメコンデルタの重要性を理解する重要な一塩として,本デルタにおける第二

次世界大戦前からの土地所有制度の変遷をたどり,それが同地域の経済社会開発ひいては政治

動向にどのような影響を及ぼしてきたかについて-べつしようとするものである｡

1 第二次大戦前のメコンデルタ開発と大土地所有刺

第二次大戦前,1930年頃のベ トナムにおける土地所有状況をみると表 1のどとぐである｡こ

れによれば,中部ベ トナム (旧アンナン)における土地所有においては零細自作農が支配的で

あったのに対して,南部ベ トナム (旧コーチシナ)の水田地帯ではインドシナ政府のコンセッ

ション (国有地払下げ)制度を中心に,フランス人を含めた大土地所有制が一般化 し,地主-

小作制度が支配的であった点に大きな特色があった｡このコーチシナにおいては,土地所有者

総数のわずか 1%にすぎない大地主 (100ha以上の所有者)が全米田の36%を所有 し,その大

部分が純小作人およびそれに近い ｢小作兼自作｣農家によって耕作されていた｡メコンデルタ

184



高橋 :メコンデルタにおける土地所有と経済社会開発史

表1 (a)ベ トナムにおける土地所有の規模別構成 (1930年ごろ)

地 域 ∃ ト ン.キ ン
r人 数 ㌔射 面 積

小土地所有者
(5ha以下)

申土地所有者
(5-50ha)

大土地所有者
(50ha以上)

村 落共 有地

289
0
5
0
649

0057
1

8
20

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

4

4

4

2

2

240,000j20.0

数

ナ ン コ ー チ シ ナ

一･t LItlこ '･･.. ノ､ i::I I),, 面 Li'1 '･,,.

646,70｡!98.5i4..,｡0｡∃5... 345,00015.0

50⊇0･008･ 80,00010･o‡ 6空2サ035,000i45･0
i ･ 200･000@5･Oi ･ 70,000‡3･0

l

合 計 ヨ964･180き1004･200,000iloot655･6501100+ 0･?00回255･050LIOOi2･300･000i100F
出所 :YvesHenry,ECono7nieAgrz'mZedeZJ')ndochi7ie(Hanoi,1932)pp.21ト212.より作成O

表 1 (I))ベ トナム水田における所有と経営 (1930年代)

(1) ト ン キ ン

水 田 所 有 規 模
区 分 0-0.36

ヘ クタール o･32T gl二evi3･6̂7 2･_6,A3･6̂7 158Iルヨ18̂7396_ルと36-ク笈 コ

所 有 者 数十 594,091 287,79打

へ クタ-ル へ J'7タール

人ll

lJ-5 i

ヘクタールj

所 有 者 数･-. 85,931: 97,060

同 %-! 33.68%; 38.05%
水 田 占有%･･･ 15廃

60,3｡計 2｡,72余 8詔 225̂

1

2()形

(2) ア ン ナ ン

2.5-5 5J-25

31,340r 8,538

4.7%r 1.3%! 0.05%

15%

(3) コ ー チ シ ナ

20%

25-50 150へクタ_ル :

ヘ クタール･. 以上
入. 人

343;

0..5,06 ..0.喜T%き

lo汚

5-10 [10-50 弓50-100 1100へ クタ_ル

ヘクタール】 ヘ クタール ヘ クタール

二.-,‥ 丁㍉ _ -I.ニー IIt-I

37廃 ~ 45%

人

963,981

100.0%

80%･-

人
655,014

100.0%

75%-

人

255,064

100.0%

97%-

計

出所 :YvesHenry,EconomicAgrz'coZe,pp.108,144,182.
において,その全土の80%までが小作農によって耕作 されていたのである｡ これ らの小作農は

つねに収穫高の40%か ら50% に及ぶ高率の小作料 と6カ月で 50%か ら100% に も及ぶ地主 -高

利貸か らの高利の負債にあえいでいたのである｡

フランス植民地支配下のメコンデ ル タ経済の一般的傾向としては,1930年までは一貫 して農
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民の生活水準を上昇させる方向に働き,相対的高米価による輸出拡大に伴 う農業生産の増大を

みたが,それに続 く1930-1945年の15年間において農民とくに小作人の経済状態は懐滅的打撃

をうけたことが指摘できる｡いま図 1に示 したところによれば,フランス植民地化以来一貫 し

た人口の増加とそれを上回る速度での1930年までの耕地面積の増大および31年以降の停滞ない

し減少, そして 30年代に加速化を示すような形での 米輸出の 増加傾向をみることができる｡

1930年までの耕地面積の拡大過程においては,地主一小作制度はフロンティアの開拓 と植民に

とってきわめて有効な手段であったとみられる側面がある｡

地主が何百万人というデルタ農民の経済的条件を制度的に掌握するに至ったのはフロンティ

アが消滅 して以後のことであり, この時期か ら以後小作人の経済的上昇機会は減少 し,地主一

小作制は広範な経済的搾取 と社会的濫用のメカニズムに転化 してしまったとみられる｡1930年

における米価の懐減的低落にもかかわらず,みずか らの所得を維持 しようとした地主は,より

多量の米を輸出すべ く,小作料としてそれまで以上の取 り分を要求 した｡一方,市場向け生産

を行なっていた小土地保有農は,所得の減退を免れえず,終局的には高利貸 しに土地を収奪さ

れて しまった｡こうした状況は,メコンデルタに大量の農業プロレタリア層を産み出 し,彼 ら

をますます劣悪な経済状態-と追いやるものであったと考えられる｡1)

以上が,1945年のベ トナム8月革命 (1945年 9月のベ トナム民主共和国の独立)の前夜に存

在 したメコンデルタの農学的および社会的様相だったのであり,それが共産主義者による民族

革命に対する民衆の支持をとりつけうる客観的基解でもあったということができよう｡

H ベ ト ミ ン の 土 地 改 革

1945年のいわゆる8月革命により民族独立を達成 したベ トナム政宿 (ベ トナム民主共和国)

は,独立直後か ら土地改革に着手 した｡すなわち,1945年11月には貧農に分配するためフラン

ス人地主および裏切 り者 (越好)の土地を没収 したり,小作料を8月革命以前より25%切 り下

げるとの通達を出したり,共有地 (公田 )を分配 したりした｡

再植民地化を狙 うフランスとの間に展開されたインドシナ戦争が長期化の様相を呈 してきた

1948年以後,かなり本格的な土地改革が着手されたが,当時末だその支配領域いわゆる解放区

が小さく,かつ流動的であったために, これらの措置の実際的効果はそれほど大きなものであ

ったとは考えられない｡

フランスに対する抵抗戦争が彼 らベ トミン側に有利に展開 し,解放区も安定 ･拡大してきた

1) RobertL･Sansom,TheEconomic∫ofln∫urge71Cyint/lejl,7ehongDeltaoj'Vl'et-Nan,Cambridge,1970.
Chap.ⅠⅠ,pp.18-52.
なお, このほか第二次大戦以前のメコンデルタの開発に関する主要文献として,以下のものがある｡
CharlesRobequain,L'EvoZutionEconomlquedel')ndochineFraneaise,Paris,1939;YvesHenry,
EconomieAgricoZedel'77idochine,Hanoi,1932.
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図1 コ-チシナにおける米作を中心とした経済開発過程

出所 :RobertL.Sansom,TheEconomic∫ofJn∫urgencyz'ntheMekongDelta

ofVzlet-Nan,Cambridge,1970･
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1950年代に入 ってか ら,ようや く本格的な土地改革を実施するに至った｡戦争での勝利を得る

ためにも,ますます多くの農民のエネルギーを吸収する必要があったのである｡ ベ トミンの党

と政府は, これまで部分的に行なわれてきた土地改革を全国的規模で実施すべ く,1953年12月

には国会で土地改革法を可決 した｡

この土地改革法では,農民による土地の私的所有の制度を実現するため,植民地主義者によ

る土地所有 と封建的土地所有を廃止することがうたわれていた｡地主の政治的態度によって,

没収,補償なしの収用,強制買収の方法がとられた｡買収価格は年平均収穫額に等 しくし,年

利1.5%, 期間10年の特別債で支払われることになった｡ またプランテーションは分配の対象

とならず,富農の土地 も収用されなかった｡土地なし農民と貧農が土地の分配を受けることに

なったが, この法律の適用については村の農民代表協議会 と農民組合の執行委員会が責任を持

つこととされた｡

こうした土地改革は,ジュネーブ協定成立 (1954年 7月)以後の1957年に完成をみることと

なる｡2) しかもそれは北緯17皮線以北のベ トナム北半分の地域においてであった｡ この間, ジ

ュネーブ協定の規定により,北緯17度線以南の地域はアメ リカの支持をうけるゴー ･ディン･

ジェム政権 (ベ トナム共和国)の支配亀城となったか らである｡

この北緯17皮線以南の地域において,ベ トミンの土地改革が1954年 7月までにどの程度実施

されたかについては,今なお不明の点が多い｡北ベ トナム側の資料によれば,1945年 8月か ら

1954年 7月までの期間に,南部で64万haの土地が分配されたといわれ, 小作料はこの間収穫

の10-15%にまで引き下げられたとしている03)

Ⅲ 南ベ トナムにおける1950年代の土地改革

インドシナ戦争期を通 じて全ベ トナム民族がベ トミン側につきフランスとの抵抗戦争に参加

したわけではなく,親仏政権 としてのベ トナム国が元安南皇帝パオダイを国家元首として,ベ

トナム南部を中心に存在 していた｡このパオダイ政権 も,上記のべ トミン政権に対抗 し,ベ ト

ナム農民大衆を自勢力側につけるために1953年に土地改革を実施 した｡

パオダイ政権によって発布された法令20号は,土地貸借を文書による契約とすること,小作

期間を 5年,小作料を収穫高の15% とすることを規定 していた｡また土地再分配について規定

した法令21号では,地主の土地所有限度を北部 (旧 トンキン)で 12-ノ36ba,中部 (旧アンナ

ン)で 15-45ha,南部 (旧コーチシナ)で 30-100haとしていた. また法令22号では, 過

去3年間放棄されていた土地については,現在の耕作者がその収穫を享受できる｡ また旧地主

2) 拙著 『東南アジアの価値体系 ･ベトナム』現代アジア出版会,1971年,pp.157---172参照｡
3) Etude∫Vietnamz■upnne∫,No.7および No.8.
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がその土地を貸 し付けもしくは売却するときは,現在の耕作者が先買権をもっこと,などを規

定 していた｡

しか し,実際には,これらの法令はほとんど実施されることがなく,一般農民に対 してパオ

ダイ政権不信の念を助長させるところとなった｡

シュネーブ協定後,親仏のパオダイ政権に代わって登場 した親米のゴー ･ディン･ジェム政

権下に至って本格的な土地改革が実施されることとなった｡国内における民族運動の実績が少

なく,ジュネーブ協定によって北部か ら移住 してきたカ トリック教徒の避難民約90万のはかに,

国内に確固たる支持基盤をもたなかったゴー ･ディン･ジェム政権にとって,北ベ トナムのホ

一 ･チ ･ミン政権に対抗 しつつ国内での支持基盤形成という重要課題達成のためには,どうし

ても農民の心をつかむ必要があり,そのために土地改革は避けて通ることができない政策課題

だったのである｡もちろん,インドシナ戦争で荒廃した農村の生産力の回復,北部からの避難

民や失業者の農業部門-の吸収 ･安定化という経済的 ･社会的狙いがあったことはいうまでも

ない｡前述 したように,ベ トナム南部は大土地所有制の強いところであり,その意味で北部に

くらべていっそう土地改革を必要としていたのである｡

ゴー ･ディン･ジェム政権による土地改革は二つの段階よりなり,まず1955年に実施された

小作料引き下げと耕作権保証の措置をもって開始された｡このたびの改革によって小作料は収

穫量の25%以下と定められ最小限 3年ないし5年の耕作権が保証され,また小作契約の期限が

切れても地主が自作する場合のほかは土地取 り上げは認められないことが規定された｡いまそ

の成果についてみると,1959年末までに法令に基づ く小作契約数は約80万件,その小作面積は

約147万 haに達 し,90%以上の小作地について契約が結ばれた｡

土地改革の第 2段階として,1955年10月には大地主の土地買収,再配分を規定する法令第570

号が制定された｡その意図は従来の小作農に土地を与え自作小農経営 (1戸当り最低 2-3ha)

を育成することによって,これまでの甚だしい土地所有の不均衡による経済 ･社会的不平等を

修正 し,また彼 ら農民の生産意欲を刺激し農業増産 ･農民福祉向上に役立たせようとすること

にあった｡∵ この法令では,米作地の最高所有限度を 100haと定め (ただしこれ以外に祖先祭

把のため代々相続 してきた土地は最高 15haまでその所有を認められる),これを越える水田

を政府が地主か ら買収 して小作農に売 り渡すことを規定 していた｡なお旧地主への補償は,捕

償価格の10%を現金で,残 りは政府公債 (年利 3%,12年満期,譲渡不可)で支払われ,一方

土地の分配をうけた者は,その翌年の収穫後第 1回の土地代価を支払い6年賦で皆済すること

に定められていた｡4)

ところで,当時の南ベ トナムにおける土地所有状況はどのようなものであっただろうか｡

4) RepublicofVietnam,SecretariatofStateforLandPropertyandAgrarianReform,EngZi∫ATran∫-

Zation∫ofBa∫icVZletname∫eLandTe71ureZJegisZatz'on,Saigon,1961.
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まず中部ベ トナム (旧アンナン)地帯では,1930年代の土地所有状況 (上掲表 1)か ら推 し

て,50ha以上の水田を所有 しているのはわずか33人という有様で, これか らは最高土地所有

制限 100haというのはあまり意味がないことがわかる｡ この地帯では土地所有者の93.5%ま

でが 2.5ha以下の土地所有者なのである｡ この地帯で, 土地再分配計画の対象地は 5400ha

すぎなかった｡5)

一方,メコンデルタを主領域 とする南部ベ トナム (旧コーチシナ)地帯での土地所有状況は

どうだったか｡1930年頃においては,100ha′-500haの水田所有者が2440人,500ha以上の

所有者が240人で,これ ら2680人の地主が所有する米田は約 733,800haで,南部地域の全水田

の36%を占めていた｡これらが1950年半ばにおいても変わ らないとして,このうち改革後も保

有を許される 100haの土地 268,000haと祖先祭把のために追加保有を 許される 15haの土

地合計 40,200haを除いた 425,600haが収用の対象となった訳である｡ところが,Gittinger

の推計によると, 1957年 ごろにおいては, 1930年ごろ以降に 土地集中が 進んでいたために,

100ha以上の土地を所有 している地主の全所有地は1930年ごろの 733,800haか ら976,602ha

へと増加 しており,一方該当地主数は2680人か ら2170人- と減少を示 していた｡1930年代に土

地所有者のわずか 1%を占める地主が全米田の36%を所有 していたが,1957年には彼 らは45%

を所有するに至っていたのである｡6)

結局,今回の土地再分化法令の対象となったのは,720,000haであった｡このうちには,ベ

トナム人所有地のほかに, フランス人の全所有水田面積 228,877haがふ くまれている｡ 当時

の南ベ トナムの水田面積約 2,000,000haの36%,全小作地 1,200,000haの60%がこの土地再

分化法によって影響をうけることになったわけである｡

ところで, いま上記の土地再分配計画の成果についてみると, 当初政府が完了 を予定 した

1961年末までに収用済み面積は 422,431haに逢 した｡ これに,1958年フランス政府か ら援助

の形で贈与された旧フランス人地主所有の水田面積 230,000haを加えると, 法令が予定 した

対象地の90%を収用 したことになる｡

一方,再分配の進捗状況をみると,1961年末現在までに分配面積は 243,615ha,被分配者は

114,149人に達 していた｡ これは分配予定面積の37% (全米田面積の10%),被分配予定者の38

% (全小作農80万の約15%)にすぎなかった｡ この土地再分配計画はその後も引き続いて1968,

9年まで実施された(表 2)が,1960年代に入ってか らの政情不安の増大でその成果はあまり大

きなものではありえなかった｡いま1960年までの土地改革に対するアメリカ援助 の額 を示す

と,表 3の通 りである｡

5)J.P.Gittinger,Siudie∫onLandTenureinViet7iam,Saigon,1959.
6) J.P.Gittinger,"VietnameseLandTransferProgram,"LandEconomic∫,Vol.33,No.2,May1957,

p.174.
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表2 1968年 ま で の 農 地 改 革 実 施 状 況

1958】1959r1960 I1961i1962 i1963

収用面積 (ha)
分配面積 (ha)

受 益 者 (ha)

補償面積 (ha)
1 28,464!41･316

93,113

44,369
110,294

2,961

1,232

8,151

9

1

8

0

2

2

5

2

71

3

6

4

3

8

0
5

0

4

2

4

55

6

318r2,456
-139i 784

ヲ･竺1_チ__4_fM?

出所 :南ベ トナム農業統計年鑑,1968年版｡

表3 ア メ リカ の ベ トナ ム土 地 改 革 計 画 へ の 援 助 顔

1,304

424

133

1,391

Dollars

(by丘scalyear) CounterpartFunds

Assistance1955-1960

Administrationofagrarianreformproject

IJanddevelopmentproject

Subtotal

Assistance1966-1968

Landreformproject

Tota1

1955-60年援助の内訳

Year

$ 282,000 $ 3,257,000

4,582,000 6,794,285

$ 4,864,000 $10,051,285

2,778,000 550,847

$ 7,642,000 $10,602,132

DollarAssistanct! CounterpartSupport
(byFY) (VN$1,000)

AdministrationofAgrarianReformProject(♯43011ト120-089)

1955

1956

1957

1958

1959

1960

Total

USSEquivalent

1957

1958

1959

1960

S-

70,000

171,000

16,000

21,000

100

23,632

13,963

40,170

25,830

4,000 (est) 10,000

$ 282,000 VN$113,695

$ 3,257,428

LandDevelopmentProject(#430-1ト120-144)

$ 3,207,000

934,000

200,000

241,000

Total

USSEquivalent

A

A

A

A

N

N

N

N

令 NV

$ 4,582,000 VN$237,800

$ 6,794,285

出所 :A.I.D.SpringReviewofLandReform,June1970,SecondEdition,VolumeIV･･LandReform

inzhePhi物 ine∫,NorthVietnam,SouthVietnam,A･T･D.Ⅰ)ept･ofState,Washington,D･C･p･ll,
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以上のようなゴー ･ディン･ジェム政権の土地改革については,その最高保有限度が大きす

ぎること,改革の完全実施後においてもなお不在地主が優勢を保ち,一方南デルタ地帯の農家

の半数近 く (約80万戸)が土地所有なき農業労働者か 1-′1.5haの小作農に留まらざるをえな

いこと,あるいは小作農の土地取得価格の支払いを6カ年賦にしたのは短かすぎ農民の負担が

過重となる,など種々の限界と欠点が当初か ら指摘されていたが,結果的にみてやはり成功に

はほど遠いものとなった｡

その点で考慮すべき重要な事実は,すでにこのたびの土地改革に先立ってインドシナ戦争期

に南部ベ トナムにおいてもベ トミンによる土地改革が実施されていたということである｡イン

ドシナ戦争時代に 60ha以上の土地を有する地主6,100人がサイゴンに逃れていたといわれる

が,このように富裕地主のほとんどがサイゴンなど都市に逃れている問に,農村ではこれら不

在地主の土地の多くは,ベ トミンの指導下に対仏協力者の土地として没収され,農民に無償で

再分配され,その結果農民たちが事実上の土地所有者になっていることが多かったのである｡

したがって,農民たちは,ゴー ･ディン･ジェム政権の土地改革によって,過去数年間事実上

所有 していた土地に対する所有権を失い,改めて有償で譲渡を受けるか,ベ トミン下での低い

小作料 (15%)から再び高い小作料 (25%)を支払わなければならないことになった｡一方,

地主は事実上失われていた土地所有権を再び認められ,改めて政府に買い上げられることにな

り,また久 しく手に入 らなかった小作料を手に入れることが出来るようになったのである｡ ゴ

ー ･ディン･ジェム政権の土地改革実施に際して,｢南ベ トナムの小作農は, 地主より以上に

土地改革に敵対的であった｣(NezuYorkT2'me∫)といわれることや,土地再分配計画において

土地収用がかなりスムーズに進んだのに対 して再分配がうまく進捗 しなかった事実などは,こ

うした点から理解することができよう｡

以上のように,いわば農民を苦 しませ,地主を利する側面の多い土地改革の実施は,南部ベ

トナム農民たちのゴ- ･ディン･ジェム政権への支持を失わせたばかりでなく,再び政権との

連携下に迫 ってきた地主たちの圧制に対 して,農民たちが自己の生活権のために強くこれに抵

抗するに至ったのは当然のことであった｡しかも農民たちは,かつてのように地主の命令に全

く従順な農民ではなくなっていた｡彼 らの多 くはベ トミン指導下の反仏抵抗運動の影響をうけ,

政治意識も向上を示 していたのである｡1960年12月,南ベ トナムにおいて反政府組識たる民族

解放戦線 (NLF)が結成されるや,それに魅力を感じその有力な支持基盤を構成 したのは, こ

うした農民たちであった｡

なお1960-61年における南ベ トナム32省の土地所有パターンは,次に掲げる表 4のどとくで

あった｡

ゴー ･ディン･ジェム政権時代には,重要な土地政策として,土地改革のほかにも,農地開

発計画 (LandDevelopmentProject)が実施されている｡ これは土地をもたない小作農民に政
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表4 南ベ トナムの32主要農業州における土地所有状況

(A) 農地における小作面積の割合

1･ Twenty-twosouthernprovinces64percent

2･ Tencentralprovinces 40percent

(B) 農地経常における自小作別構成

22 10
Southern Central
Provinces Provinces

1･ OwnerOperatorsonly 23percent 29 percent

2･ Operatorswithonlyrentedland 47 〝 11 〝

3. Operatorswithbothownedand
rentedland

(C) 保有地の規模別構成

Size
(hectares)

Under0.1

0.1-0.5

0.5-1.0

1.0-2.0

2.0-3.0

3.0-5.0

5.0-10.0

10.0-50.0

Holdingsin
Southern
Provinces

15percent

14

14

26

14

ll

6

1

30 〝 60 〝

Holdingsin
CentralLowland

Provjnces

13percent

39

27

16

3

1.4

0.5

0.1

100percent 100percent

出所 :GVN,MinistryofAgriculture,1960-1961SampleAgricultureCensu∫.

府の手で新たに開拓する土地を与えて彼 らを自作農 として定着させ,同時に農業生産の増大を

意図するものである｡

南ベ トナム全土でインドシナ戦争期の政情不安によって 放棄された 水田面積は 152万 haに

達 したといわれ, 一方中部高原地帯には従来全 く未開拓のままに放置されていた 150万 haの

可耕地が存在 した｡こうした土地の開拓 ･再耕地化はとくに中部平原地帯の零細農家 ･小作人

の移住定着,北ベ トナムからの避難民約90万人,地方農民の移住などによって推進された｡こ

のため1957年以来 ｢土地開発センター｣の設置が進められ,1957年～1964年間にこうしたセン

ターが全国に203設置され,45,589世帯,242,766人が入植 している｡その開拓面積は1962年 2

月まで合計 9万 haに達 したO

政府はまず入植適地を選び, 入植者の屠住センターとする部分を開拓 し (1センターは100

戸か ら500戸)農民を移住させる｡入植者は住宅ならびにその付属耕地として 1戸当りlhaを

与えられる｡ さらに水田開拓地の場合は 3ha,中部高原の場合は各戸 4haずつの土地を別に

与えられ,これらの開拓に着手する｡居住センターには政府の手で小学校,病院,寺院,倉庫

･市場などの公共施設が整備される｡こうした入植者に対して,政府はたんに入植の初年度だ
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けでなくその後も新作物の導入 ･栽培を奨励 し,新栽培技術の普及のために種々の援助を与え

ている｡ もちろん,その過程において大きくアメリカ援助に依存するところがあったことはい

うまでもない (表 3参照)｡

こうした開拓入植計画で最も恩恵をうけたのは,中部平野の零細水田農民であり,全入植者

数の60%を占めた｡ついで開拓地近辺の農民および北ベ トナムからの避難民が多く,それぞれ

全体の17-18%を占め,残 りは中部高原地帯の少数民族民となっている｡

こうした計画の一環として,メコンデルタで実施されたプロジェク トとして,CaiSan地区

の 77,000haにおよぶ水田開発,半島の先端部にある BacLieu地区での放棄田29万haの再

開発,アシの平原 (PlainedesJoncs)地帯の開墾20万 haなどがあげられる｡

Ⅳ 解放戦線の土地政策と農民の動向

1950年代末期からメコンデルタを中心に活発な活動を展開していた反政府勢力は1960年12月

に民族解放戦線を結成 したが,同戦線は1960年代前半を通 じて急速にその勢力を拡大してきた｡

こうした民族解放戦線は,その重要政策の一つである土地政策について,つぎのどとく発表

している (綱領第 4項)0

①小作料の軽減を実施する｡ 小作人の耕作権を保障する｡ 荒地を開墾 したものの所有権を保

障する｡革命によって土地の分配をうけた農民の所有権を保護する｡ ⑧繁栄区 (アグロビル)

を廃止 し,人民を入植センタ-に追い込むことを停止する.これらに追い込まれた人びとが自

由に家に帰り,自分自身の土地で生計をたて られるようにする｡③アメリカ帝国主義およびそ

の手先に占有された土地を没収 し,それを土地を持たない農民および貧農に無償で分配する｡

④共有地 (公田)を公正かつ合理的な方法で再分配する｡①国は話し合いにより,地主から適

正な価格で,地域の具体的条件に応じてきめられた一定面積以上の土地を購入し,これを土地

を持たない農民および貧農に分配する｡ 分配は無償で, しかも無条件である｡

以上のような内容の解放戦線の土地政策はきわめて柔軟性に富んだものであるが,この性格

はのち1967年 8月に発表された政治綱領でも一貫 して維持されている｡そこでは地主の所有権

の尊重を明確に打ち出している｡それはできるだけ幅広い国民各段層の結集を目指す解放戦線

の政策としては当然のことであった｡

さて,こうした解放戦線の土地政策は成果はいかなるものであろうか｡解放地区ではすでに

1966年までに200万ha以上にのぼる貧農-の土地再分配が行なわれたといわれるが,このうち

65万haはインドシナ戦争中にすでに農民に分配されていたものを, その後ゴー ･ディン･ジ

ェム政権-地主によって取 り戻され,いま再び奪回した土地であったとされている｡ 南ベ トナ

ムの全耕地面積を約350万haとして,その57%が解放区の農民に無償で分配されたということ

になる｡一方,小作料も,1962-63年には1958-59年に比して40-80%軽減され,収穫の8-
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20% となっていたと発表されている｡解放戦線はまた,ゴー ･ディン･ジェム政権より貸与を

うけた負債の無効を宣言 している｡

以上のような解放戦線の土地政策は,抗仏戦争 (第一次インドシナ戦争)時代に起こった土

地所有関係の変化を承認 し,ついでその変化を南ベ トナム全土に拡大 しようというものであっ

た｡この点,この変化を承認せず,アメリカの支持のもとに以前の土地制度を復活させようと

したサイゴン政権が農民たちの抵抗を招いたのと対照的に,解放戦線はその農民たちのエネル

ギーを吸収 して発展をとげたものということができよう｡

もっとも,こうして1960年代初期の数年を通 じて,その土地再分配と小作料削減政策 とによ

る農民の労働インセンティブの向上,およびその生活条件の大幅な改善に成功 した解放戦線も,

1964年後半に軍事作線の拡大が決定されて以後,その勢力伸展にプレ-キがかけられるに至っ

たという見方もある｡7)

それによると,初期の段階においては解放戦線の必要経費はすべて寄付制度によって賄われ

ていたといわれるが,1964年から65年にかけて実施された新税制- 軍支持税と呼ばれる重税

とそれを怠った者に対するきびしい制裁- は,農民家族に粗所得の20%近い負担を強いるも

のであった｡それは,農民が負わねばならない最も重い経済的負担であったために,解放戦線

側では,彼 らの土地改革によって獲得 した農村地域の支持の多 くを喪失せざるをえなかったと

いう｡つまり,彼 らは自らが達成 した地主から小作人-の所得の移転を,小作人から解放戦線

-の所得の転移によって相殺 してしまったというわけである｡

さらに,解放戦線が一種の賦役制度を敷いたことも農民にとっては大きな負担であった｡民

生 ･経済改善計画のためではなく,戦争遂行のために農民の労働力が動員された｡戦闘用村落

ならびに要塞の建設,璽壕掘 りと地下貯蔵所作 り,歩哨,新兵の補充,税計画の執行,などが

農民に最優先して行なわれるべき仕事として課されたのである｡

こうして,1960年代中葉以降の解放戦線の経済政策はときに農民の利益に反する働きをする

に至った｡こうした動向は,サイゴン政府の側に何 ら積極的な施策がなかったとしても,相対

的な意味でその支持を高める傾向をもつに至るが,とくに同時期以後,アメリカ援助と結びつ

いて政府領域か ら投入される近代的インプットが農民の利益にとって果たした大きな役割が注

目される｡

新 しい高収量の稲品種と結びついた技術革新- かんがい,水位調節用のモーター,ポンプの

利用,肥料の利用など- や低利金融の利用などは,伝統的経済において生産に対 して加えら

れていた諸々の障害を崩壊させる可能性を示すものであった｡こうして農民たちのサイゴン政

権支持が上向き始めたのである｡ もちろん,農民たちにとって,サイゴン政府と解放戟線のい

ずれがより大きな利益をもたらすのか,換言すれば,解放戦線の土地と労働に対する強調と,

7) R.L.Sansom,TheEconomic∫ofIn∫urgencyintheMekongDeltaofVl'et-Nam,1970,pp･21ト227･
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サイゴン政府-アメリカ援助の資本と技術に対する強調のいずれがより効率的であるかはにわ

かに判断し難い面がある｡しか し,少なくとも,1960年代後半以後,解放戦線は決 して無条件

に農民の支持をとりつけることのできる存在でなくなってきたことだけは確かであるといえよ

う ｡

Ⅴ チュー政権による新土地改革の実施とその成果

解放戦線による1968年のテ ト功勢は南ベ トナム農村におけるサイゴン政府支配を大きく揺が

した｡サイゴン政権は,これらの解放戦線の支配下に一時的にもせよ入った地域を再び自政府

支配下に奪回しようとする際,平定とともに, 旧地主または旧小作人が帰ってきて,小作料を

過去に遡って要求 したり,土地を奪回したりして解放戦線から土地の所有を認められた農民の

反抗を招 くといった,過去のやり方を繰り返すわけにはいかなかった｡一人でも多くの農民を

白政権側の味方につけておく必要があったからである｡

そこで1968年 9月,グェン･バン･チュ-大統領は,従来の土地政策を改め,現に耕作 して

いる者はたとえ解放戦線によって土地耕作を認められたものであっても,平定後も耕作するこ

とができる旨を宣言 した｡そのことは1969年 2月の通達33号に取 り入れられたが,これによっ

て現に土地を耕作するものは所有権を持つ者によって立ち退かされることなく,また平定前の

1年間に支払った小作料より高い小作料を支払 うことを要求されないこととなった｡この規定

は1969年 4月から,新たに平定された地域のみならず,すでに政府支配下にある完全政府支配

地域にも適用されるに至った (通達69号,図2参照)｡ しか し, これらの施策は, 旧地主,旧

小作人と解放戦線から土地を与えられた農民との間の矛盾を最終的に解決するものではなく,

単に一定期間 ｢凍結｣ し解決を延期することにすぎなかった｡

こうして,平定計画を成功させるためには,さらに一歩ベ トナム農村の現実に歩み寄った上

地政策が必要であった｡こうした要請のもとに生まれたのが新土地改革法 (rrheLand-to-the-

TillerLaw)であった｡

1970年 3月26日に発布されたこの法令では以下のどとく規定されている｡8)

①地主が直接耕作していない土地を適正な補償のもとに収用し,これを農民に無償で分配す

る｡⑧小作制度をなくし,仲介人が上地を又貸 しする悪弊を除去する｡③共有地を分配する,

との3条頃を規定している｡また④地主の自作地の所有限度は 15haで,別に祖先祭把のため

に 5haまで所有することができる｡ ⑤ これら所有限度を越える土地は有償で 政府に収用され

るが,補償額はその土地から粗で得 られる年収の2.5倍に相当する額とする｡ 補償の方法は土

地価格の20%は現金で即時払い,残 りは年利10%,期間 8年の政府保証債で支払われる｡ ⑥分

配地は,農家に対 して南部では 3haまで, 中部では 1haまで無償で分配する｡ この限度は
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図2 1970年 の 南 ベ トナ ム 政 府 土 地 改 革 計 画の 大 要
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分配としてすでに所有 している土地 との合計にも適用される｡分配地の分配は,④現在の耕作

者,①戦死者の両親,配偶者または子,⑥退職 した公務員または除隊 した兵士,①戦争のため

耕作を放棄した兵士,⑥土地を持たない農民,の順位により行なわれる｡ 土地の分配をうけた

者は登記税,印紙税および土地の移転に伴う全ての手数料を免除され,さらに第 1年目は地租

も免除される｡

以上のほか, この法令を具体化 した1970年 6月 5日の政令72号によれば,土地分配委員会を

各村に設置するが,そのメンバーは村長,村評議会代表,村役場の農業 ･土地改革係,部落長

そして村の土地台帳係をもって構成することとされているO

以上が新土地改革法の主要内容であるが,さきの50年代の土地改革と比較 してみると,まず

地主の自作地限度を祖先祭和地をふ くめて 45ha,保有限度を 115haとしていた旧法にくら

べて,新法では自作地のみを認めてその限度を 20haとし,他人に貸 し付けるための土地保有

を認めていない｡それに旧法では土地改革の対象とならなかった共有地についても,新法では

その分配を規定 した｡また地主に対する補償は即金払いを10%から20% に,残額については債

券の利子 3%か ら10% に引き上げ,期間は12年のものを8年に短縮 して地主の利益をはかって

いる｡地価は旧法の実施当時 ha当り平均 7,000ピアス トルであったものが, 新法では45,000

8) TheVietnamCouncilonForeignRelations,TheVietnamc∫eZ･andReformLaw,Saigon,n.d･(Decem･

ber1970?).
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ピアス トルと見積 られている｡サイゴンの卸売米価が1959年か ら1969年までに6-7倍になっ

ているか ら,これを考慮 したのかもしれない｡なお,旧土地改革法によって分配をうけた農民

が地価支払い中の未払い分については,本新法発効とともに支払いの要なしとされた｡

以上のような新土地改革法の性格を通観すれば,これは上述の有償収用,無償分配という解

放戦線側の土地改革 と同程度の土地改革を実施 し,農民たちの支持とりつけにいっそうの努力

を傾けていることがわかる｡

この新土地改革法は1970年 7月か ら実施された｡政府はこのたびの土地改革で,地主か らの

新規収用地 (90万 ha), 旧土地改革による末分配政府保有地 (76,000ha)など100万 ha (全国

小作地の80%)を収用 し,1970年中に20万 ha,1971年中に40万 ha,1972年に40万 haを分配す

ることを予定 した｡これによって50万人の小作人が新たに土地所有者 となり,その面積は90万

haに達するものと見込まれた (図2)0

サイゴン政府の発表によると, この新土地改革法は成功裡に実施され,1970年 8月～年末ま

でに 210,371haが142,055人の受益者に分配され,翌1971年には 410,045haが307,782人の農

民に分配され,ついで1972年には 377,913haが351,078人に分配された｡結局,当初の実施予

定 3カ年で,800,915人の耕作者が 998,329haをカバーする土地所有者 となったのである｡ こ

の間,収用 した水田面積は 530,400haであり, それに要 した補償費総額は23,146百万 ピアス

トルであった｡その費用の財源については,アメリカ援助によるところが大であった｡

ともか く, こうして今回の新土地改革はいちおう成功 し,現地での観察によっても受益者た

る農民たちは,その所得水準を向上させたことはもちろん,高収量新品種の導入や技術向上に

も積極的になり,メコンデルタの米生産における作付面積,生産量ともに1970年より著増を示

し,また彼 らが農村社会でも積極的な役割を損ずるような事態がみられるに至っている｡従来

は,村評議会メンバー,村長,部落長などは伝統的に大上地所有者や長老がその役割を演ずる

のがつねであったが,最近では新土地改革によって受益 した農民層の問か ら,こうした村落の

リーダーシップを担う人物が輩出しつつあるのである｡

こうしていちおう成功するかにみえた サイゴン政府のメコンデルタ開発政策は, しか し,

1973年 1月末のベ トナム和平協定成立後急速にベ トナムか ら離れていったアメリカからの経済

援助額の大幅な削減で大きな挫折を迎えることとなった｡一方,和平協定成立後,臨時革命政

府側では農村を基礎にその解放区の建設 ･拡大をますます重点的施策 として推進 した｡)か くし

て,大勢としてはすでに1960年代末～1970年代初頭か らサイゴン政権に対 してかなり優位に立

っていたメコンデルタでの臨時革命政府の地位は,この1973年初～75年初の時期にいっそう強

化されたものと考えられる｡
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あ と が き

過去30年の間に種々の政権による幾多の土地改革が実施され,それによって南ベ トナムこと

にメコンデルタの土地所有パターンは大きく変貌をとげるに至 った｡第二次大戦前に特徴的だ

った大土地所有制はおおむね消失し,農家のかなりの部分は自己の耕作する上地所有者となり,

か くして農民問の経済較差は大幅に減少した｡このことは,結果的には1975年 4月末以降この

国唯一の統治勢力となった臨時革命政府の今後の社会主義路線推進のために重要な基盤整備を

行なったことになる｡

しかし,もちろん,まだまだ土地改革は完成されたわけではない｡南ベ トナム全土の解放よ

り2カ月を経た6月未ごろから,メコンデルタにおいては各級の地方革命政権の手によって農

氏-の土地分配が再開されており,現在 も進行中のはずである｡そして近い将来にはその土地

改革の成果の上に立って社会主義的合作杜の組織化が進められる予定だとイ云えられている｡す

でに20年前の1950年代中葉に土地改革を完成 し現在高級合作社の段階にまで進んでいる北ベ ト

ナムとの再統一が現実的政策課題となりつつある南ベ トナムにとって,当面この土地問題の解

決は早急に処理すべき最も重要な課題だといわなければなるまい｡われわれは今後ともメコン

デルタの政治経済の動向にいっそうの注意を払ってゆく必要があると思われる｡
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